
品目 基準購入 

金額 

対象者 性能 耐用 

年数 

入浴補助用具 90,000 円 ① 原則 3 歳以上の下肢又は体幹機

能障がいの方で、入浴に介助を

要する方 

② 難病患者等（常時介助を要する

方） 

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入

水を補助でき、障がい者（児）、難病患

者等又は介護者が容易に使用できるも

の 

８年 

便器 ① 16,500 円 

②4,450 円 

③5,400 円（便器に手

すりを付けた場合） 

 

① 原則学齢児以上の下肢又は体幹

１・２級で、立ち上がりがつか

まらないとできない方 

②③難病患者等（常時介護を要する

方） 

手すりのついた腰掛式のもの（障がい者

（児）、難病患者等が容易に使用できる

もの） 

８年 

頭部保護帽 12,160 円 ① 平衡機能・下肢・体幹の方 

② 愛の手帳１・２度の方 

③ てんかん等で，ひんぱんに転倒

し頭部の保護が必要な方（施設

入所者も対象） 

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの ３年 

Ｔ字杖・棒状の杖 主体が木材 2,200 円 

主体が軽金属3,000円 

平衡機能・下肢・体幹の方で必要と認

められた方 

木製又は軽金属製等で十分な強度を有

するもの 

３年 

移動・移乗支援用具 

(歩行支援用具) 

60,000 円 原則 3 歳以上の平衡機能・下肢・体幹

の方で、家庭内の移動等で介助を必要

とする方又はつかまらないと歩けな

い方 

転倒予防、立ち上がり動作の補助、段差

解消等の性能を有する手すり、スロープ

等 

８年 

特殊便器 ① 50,000 円 

② 151,200 円 

③ 151,200 円 

① 原則学齢児以上の愛の手帳１・

２度で自ら排便の処理が困難な

方 

② 原則学齢児以上の上肢１・２級

で排便の後始末ができない方 

③ 難病患者等（上肢機能に障がい

のある方。グループホーム入居

者は対象外） 

温水温風を出せるもの（取替えにあた

り、住宅改修を伴うものは除く。） 

８年 

火災警報器 31,000 円 ① 身体障害者手帳１・２級 

② 愛の手帳１・２度 

③ 精神障害者保健福祉手帳１・２

級 

いずれも火災発生の感知及び避難が

著しく困難な障がい者のみの世帯に

限る。（グループホーム入居者は対象

外） 

室内の火災を煙又は熱により感知し音

又は光を発し屋外にも警報ブザーで知

らせることができるもの 

８年 

自動消火器 28,700 円 火災警報器と同様 

 

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自

動的に消火液を噴射し、初期火災を消火

することができるもの 

８年 

ガス安全システム 42,000 円 火災警報器と同様 警報器からの遮断信号、ガスの異常使用

や地震時等に自動的にガスを遮断する

もの 

８年 



電磁調理器 ①：41,000 円 

②：①以外 18,000 円 

18 歳以上の 

① 視覚１・２級 

② 上肢１・２級 

③ 下肢又は体幹１・２級 

④ 愛の手帳１・２度 

⑤ 精神障害者保健福祉手帳１・２

級 

いずれも障がい者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯に限る。（グループホ

ーム入居者は対象外） 

障がい者が容易に使用できるもの ６年 

音声キッチンはかり 

（平成 30 年度追加） 

29,400 円 18 歳以上の視覚１・２級 

(視覚障がいの方のみの世帯及びそれ

に準じる世帯で、日常生活上必要と認

められる世帯に限る。) 

音声による読上げ機能を有するもので、

障がい者が容易に使用できるもの 

５年 

歩行時間延長信号機用小型

送信機 

(音響案内装置) 

１級：51,000 円 

２級：7,000 円 

原則学齢児以上の視覚１・２級 

(ただし、２級は送信機のみに限る。施

設入所者も対象) 

信号機のある横断歩道を渡る際に青信

号時間の延長を行うもので、視覚障がい

者が容易に使用できるもの 

10 年 

携帯用信号装置 20,200 円 原則学齢児以上の聴覚又は音声・言語

３級以上 

送信機による合図が視覚触覚により知

覚できるもの 

６年 

聴覚障がい者用 

屋内信号装置 

87,400 円 18 歳以上の聴覚２級 

(聴覚障がいの方のみの世帯及びそれ

に準じる世帯で、日常生活上必要と認

められる世帯に限る。) 

音や音声を光や触覚で知らせるもの 10 年 

会議用拡聴器 38,200 円 原則学齢児以上の聴覚又は音声・言語

４級以上 

障がい者が容易に使用できるもの ６年 

フラッシュベル 18,000 円 原則学齢児以上の聴覚又は音声・言語

３級以上 

障がい者が容易に使用できるもの 10 年 

 


